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急速な少子高齢化が進行する東アジアにおいて，家事や介護や育児などの再
生産労働を担う移住労働者は増加しており，アジアにおけるリージョナルなケ
ア・チェーンが形成されつつある．本稿はリージョナルとナショナルなレベル
における移住ケア労働者の構築過程を明らかにすることを目的とする．第 1 に
比較の枠組みとして，移民レジームとケアレジームという概念を導入し，2 つ
のレジームの交錯点に日本，台湾，韓国における移住ケア労働者を位置づけた．
東アジアの福祉国家は家族主義的であることが指摘されてきたが，移住ケア労
働者の①市民権とケアの質，②労働条件とケア労働市場における配置，③グロ
ーバル化する福祉国家における配置は，東アジアにおいて異なる形で行われて
いることが明らかになった．第 2 に本特集号の趣旨に照らし，日本向けの移住
ケア労働者の構築過程を新制度論の観点から検討し，その過程で他者化されて
いくプロセスを明らかにした．技能実習生「問題」は，一部の悪徳業者や雇用
主による逸脱したケースではなく，移住労働者を日本向けに成型する公式・非
公式の制度の相互作用により再生産され，構造化されている．アジアに対する
オリエンタリズムを克服し，ケア労働におけるキャリアパスをつくり，移住労
働者を対等なパートナーとして受け入れなければ，ケアの未来はない．長期的
な視野に立ち，ケア労働と移民の社会的地位を高めるような受け入れのあり方
を模索する時に来ている．
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1 は じ め に

育児や介護などのケア労働は人間の再生産を支える労働の一部として，これまで
さまざまな観点から研究が行われてきた．マルクス主義フェミニズムは階級に加え
てジェンダーが資本主義体制のもとでの搾取の構造的原因であり，家事労働が無償
労働でありその責任が一方の性である女性に配分されていることを指摘し，歴史学
や人類学は私的領域の管理とジェンダー化された秩序が支配体制の不可欠な構成要
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素であったことや，女性労働の商品化について論じてきた（上野 1990; Stoler 2002
＝2010; Fraser 2016; Hoerder et al. 2015）．これらの研究はジェンダーの観点から
ケア労働を問題化してきたが，国内におけるケアをめぐる課題は解決されないまま，
グローバリゼーションのもとで移住労働者によって担われるようになってきている．
急速に少子高齢化が進行する東アジアにおいても，家事や介護や育児などの再生産
労働を担う移住労働者は増加しており，香港，シンガポール，台湾には合計 80 万
人以上，日本や韓国にも数千から数万人の移住女性たちがジェンダー化された労働
市場で就労している．国際労働機関（ILO）によれば，アジア太平洋地域の家事労
働者は 1995 年から 2010 年の間に 1,300 万人から 2,100 万人に増加したと推定され，
そのうち 81.4％が女性である（ILO 2013: 28）．

これまでの移民研究は移住女性を主として「家事労働者」として位置づけ，雇用
主の自宅に住み込みで働き，労働法の適用もなく，「家族の一員」という言説のも
とで規律化され，他者化された中で就労していることを明らかにしてきた（Parre-
ñas 2003; Lan 2006; Constable 2007）．移住女性たちは受け入れ先の政策によって

「家事労働者」として雇用されていても育児や介護を担っている場合もあり，「ケア
労働者」として雇用されていても家事を担っている場合もある1)．実際，在宅での
就労の場合には，「家事労働」と「ケア労働」を区別することは難しいが，筆者は
これまで「家事労働者」として焦点化されてきた移住女性たちを「ケア労働者」と
してフレーム化することにより，移住労働者を社会政策の課題としてとらえ，ケア
労働市場における移住労働者の貢献を可視化できるのではないかと考えてきた

（Ogawa et al. eds., 2018）．なぜならば，「家事労働者」は女性の就労や中産階級の
ライフスタイルの問題としてとらえられる傾向があるのに対し，「ケア労働者」と
いう解釈枠組みは，育児や介護を支える社会政策の一環として移住労働者を位置づ
けることを可能にするからである．

本稿は，リージョナルとナショナルなレベルにおける移住ケア労働者の構築過程
を明らかにすることを目的とする．第 1 に比較の枠組みとして，移民レジームとケ
アレジームという概念を導入し，日本，台湾，韓国における移住ケア労働者の異な
る構築過程を明らかにする．レジームという概念は，福祉レジーム研究から着想を
得ており，「一般に体制などと訳されることが多いが，体制といっても（資本主義
体制や社会主義体制といった）高位レベルのシステムに比べてより中位レベルの体
制」であり「福祉レジームとは，社会保障や福祉サービスにかかわるいくつかの制
度が組み合わされ，全体としてある特質をもつにいたった体制」（宮本 2008: 13）
である．ウィリアムズ（Williams 2012）は EU の福祉国家の比較研究において移
民レジーム，ケアレジーム，雇用レジームを提唱しているが，本稿ではそれを発展
させ，移住ケア労働者を受け入れ社会の移民レジームとケアレジームの交錯点に位
置づけることで，ホスト社会における①移住労働者の市民権とケアの質，②移住労
働者の労働条件とケア労働市場における配置，③グローバル化する東アジアの福祉
国家における移住労働者の配置を明らかにする．
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本稿の第 2 の目的は，「アジアがひらく日本」という特集号の趣旨に照らし，日
本向けの移住ケア労働者の構築について，批判的に考察することである．近年の入
管法改正に伴い，介護分野で就労する外国人の受け入れ枠組みは拡大した．本稿で
は日本向けの移住ケア労働者の構築過程を新制度論の観点から検討し，技能実習生
制度が抱える問題の背景要因を明らかにする．新制度論は，社会の中の制度の重要
性に着目しつつ，社会規範や価値観の役割を重視する（Hall and Taylor 1996）．こ
こでは，日本政府の公的規範，民間斡旋業者の規範，送り出し国における研修を取
り上げ，移住ケア労働者が日本の労働市場に向けて構築される過程で，他者化され
ていくプロセスを明らかにする．なお，本稿ではケア労働2)は主として高齢者介護
を意味するが，家事労働を排除するものではない．

2 移民レジームとケアレジーム

多くの移民政策において，移民の受け入れは高度専門職と非熟練労働というスキ
ルに基づいた政策がとられているが，どのような職種の移民をどの程度就労させる
かは，国家主権の裁量に委ねられている．ここでは，ケア労働市場を開放したり制
限したりする政策と制度の体系を，移民レジームと呼ぶ．移民レジームは必ずしも
移民政策と同義ではなく，別の意図による政策が，結果として移住労働者の受け入
れに結びつく場合も含む．本稿では東アジアの移民レジームの特質をとらえる指標
として，①市民権「定住 vs. 一時滞在」，②労働条件における内外人平等の原則

「自国民と同等 vs. 自国民より低い」，③移住ケア労働者の言語・文化・民族的近接
性を表す「脱民族化 vs. 再民族化」，という⚓つの軸を抽出する．①はホスト社会
における移民の社会的地位を明らかにし，②は労働市場における移民の配置を明ら
かにする．③はグローバル化による福祉国家の再編成に対する見取り図を提供する．
ヨップケ（Joppke 2010）は現代の人の移動は政治体のメンバーシップに関して，2
つの対立する方向性がみられることを指摘する．1 つは，出生や居住により市民権
を認めるという脱民族化した方向性，もう 1 つは海外のディアスポラとの紐帯を維
持しようとする再民族化した方向性である．生産労働と比べた場合，親密圏の労働
といわれるケア労働においては，ケアする側とケアされる側の言語や文化的近接性
がより重要な要素となることから，再民族化の指標は望ましいケアについての価値
観にもかかわる．

一方，冷戦構造が継続している東アジアにおける再民族化指標には特有の文脈が
みられる．日韓の移民レジームは，民族的な絆を重視しており，日本では日系人，
韓国では在外同胞に対する特別な受け入れが行われている．しかし，日本の場合，
日系人の日本語能力は限定的であることから，ケア労働分野での就労は限られてい
る（イシカワ 2009）3)．台湾においては，中国に対する経済的依存を軽減する目的
で，東南アジアからの移住労働者の受け入れが開始された．歴史学者のチャテルジ
ーは，私的空間は真性（authentic）な文化が宿る場所であり，ナショナリズムは
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公的空間と私的空間を分離し，後者を外部の影響力から守るように作用することを
指摘している（Chatterjee 1993）．冷戦構造が継続し，ナショナリズムが台頭する
東アジアにおいて，私的空間に入ることができる「他者」が誰であるのかは，文化
的な問題である以上に，政治的な問題でもある．

次に，ケアレジームとは国家，市場，家族とコミュニティがケアを組織化し，提
供する政策と制度の体系を指す．看護職が 19 世紀に制度化され，公衆衛生の普及
と「文明化」という大義のもとで全世界に広がったことと比べると，高齢者ケアが
商品化された労働として成立した歴史は浅く，専門職として確立しているとはいえ
ず4)，女性であれば誰でもできる自然化された行為として認識されてきた．日本で
は介護福祉士は 1987 年に国家資格として成立したが，専門職としての社会的地位
は低く，離職率も高い．韓国では 2008 年の介護保険の成立に伴い療養保護士が国
家資格として成立したが，職業としての歴史は浅い．台湾でも照顧服務員という資
格があるが，移住労働者は取得することはできない．

ルース（Ruhs 2013）は OECD 諸国の移民政策を検証した結果，すべての国にお
いて高度専門職に対しては多くの権利付与が行われ，反対に非熟練労働者に対して
は権利付与が行われていないことを論じた．移民に対する権利付与は一律ではなく，
スキルに連動しているとすると，移住ケア労働者にはどのような権利付与が行われ
ているのだろうか．移住女性たちは移住前の教育歴や資格ではなく，移住先におけ
るケアレジームとの関係において恣意的に排除されたり包摂されたりする．

本稿では東アジアの文脈に照らし，ケアレジームとして，①ケア労働の資格の有
無「有資格 vs. 無資格」，②ケアが提供される場として「施設 vs. 在宅」，③福祉レ
ジーム研究から「脱家族化 vs. 再家族化」，という軸を指標として抽出する．①は
ケアの質5)を，②はケア労働の内容を規定する．③の脱家族化とは家族に依存する
ことなく自立して生活ができるという政策であり，方向性としては市場化と国家化
がある（Orloff 1993; Esping-Andersen 1999）．上記の移民レジームとケアレジー
ムを組み合わせることにより，以下の点を明らかにすることができる．

第 1 軸 移住ケア労働者の市民権とケアの質 「定住 vs. 一時滞在」「有資格 vs. 無
資格」

第 2 軸 移住ケア労働者の労働条件とケア労働市場における配置 「自国民と同等
vs. 自国民より低い」「施設 vs. 在宅」

第 3 軸 グローバル化する福祉国家における移住ケア労働者の配置 「脱民族化 vs.
再民族化」「脱家族化 vs. 再家族化」

3 東アジアの移民レジームとケアレジーム

次に日本，韓国，台湾における移住ケア労働者の受け入れについて簡単に概説す
る．
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3.1 日 本
日本において移住ケア労働者の受け入れが開始されたのは，人手不足を補うとい

う労働市場の需要に基づいた積極的な政策ではない．東南アジアとの自由貿易を推
進するための経済連携協定（以下，EPA）を締結するためには，仕方なく受け入
れざるをえなかったという経緯による．2008～2018 年度までにフィリピン，イン
ドネシア，ベトナムから累計 4,300 名以上の介護福祉士（候補者）が来日している
が，政府は労働力不足のためではないと説明している（厚生労働省，N/A）．

一方，協定の交渉の過程で，日本看護協会が外国人看護師の流入は，すでに過酷
な看護師の労働条件をさらに悪化させることを懸念して，外国人看護師は，①日本
の看護師国家試験を受験して看護師免許を取得すること，②安全な看護ケアが実施
できるだけの日本語能力を有すること，③日本で就業する場合には日本人看護師と
同等以上の条件で雇用されること，④看護師免許の相互認証は認めないこと，とい
う条件を提示した（日本看護協会 2008）．協定はこの提案に基づいて締結され，外
国人看護師・介護福祉士に対して事前の日本語教育を行い，国家試験合格が在留の
条件とされた．

EPA ケア労働者6)は技能実習生の受け入れと比べると，政府によって一元管理
されており，定期的なモニタリングと国家試験のための支援があり，制度としての
透明性が高い．また，EPA ケア労働者は自由貿易を促進させるための手段として
導入されたが，専門職団体の圧力により，国家試験に合格すれば定住することがで
きるという道を開くこととなった．ただし，国家試験に合格しても帰国する人も多
く，今後は家族を含めた定住支援が求められている7)．

一方，2025 年の介護需要の拡大をにらみ，2017 年には技能実習生の介護分野へ
の拡大及び介護養成校を卒業した留学生への在留資格の新設，2019 年には新しい
在留資格として特定技能が創設された．2019 年現在，永住・定住・日本人配偶者
等の在留資格をもつ在日外国人（就労に制限なし）と，留学生（原則週 28 時間）
以外で，外国人が介護職として働くための在留資格は，① EPA，②介護養成校を
卒業した留学生を対象とした在留資格介護，③技能実習，④特定技能の 4 つがあり，
2014 年に開始された国家戦略特区における外国人家事支援人材の枠組みもある．
移民政策が不在の中，制度間の整合性がないまま複数の枠組みが乱立することとな
った結果，介護業界としてどのような人材を受け入れ，どのように育成するのかと
いう本質的な議論は行われず，長期的な人材確保戦略を欠いたまま受け入れが進行
している．

3.2 韓 国
韓国においてもケアのグローバル化は女性の就労促進や，ケア労働力不足を補う

という政策的意図ではなく，在外同胞の受け入れという観点から開始された．2007
年には在外同胞に対する訪問就業制が導入され，韓国に親戚がいない場合でも，韓
国語の試験に合格すれば，就労制限もなく，5 年間滞在することができるようにな
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った．韓国は製造業などの分野で，多くの移住労働者を受け入れているが，サービ
ス業での就労は朝鮮族のみに開かれている．ケア分野で就業している朝鮮族の人数
は約 5 万 4,000 人から 7 万人と見込まれ，住み込みで働く家事労働者の 90％，在
宅，病院，介護施設で就労するケア労働者の半数以上は朝鮮族である（Song 2015）．

一方，韓国では 2008 年に老人長期保険療養制度を導入した際に，療養保護士の
資格を国家資格として新設した．朝鮮族と結婚移民は韓国語の試験に合格すれば，
療養保護士の受験資格が得られる．また，数多くの朝鮮族が病院の付添婦である看
病人や，住み込みで家事やケアを担っている．朝鮮族は短期的により高い収入が得
られる看病人になることが多いが，療養保護士の資格を取得した朝鮮族も存在す
る8)．療養保護士には国民年金，健康保険，雇用保険，労災保険の 4 大保険の適用
があり，介護保険の範囲での業務となる．

看病人は看病人協会が給与の基準を設定しており，療養保護士は介護保険の適用
を受けることから，国籍や在留資格による賃金格差は原則としてない．しかし，在
宅で育児や高齢者ケアを担っている家事労働者に関しては，労働法の適用はなく，
賃金は韓国人よりも低くなっている9)．

3.3 台 湾
台湾では移住ケア労働者の導入は，女性の社会進出を促すという明確な目的をも

って行われた．移住労働者の受け入れの理由について政府は，①中小企業の人手不
足を解消し，投資を継続することで雇用を確保する，②グローバルな人材を活用す
ることで国際競争力を強化し公共事業を促進する，③家庭に十分なケア労働者を配
置することで，生産性の高い労働力が労働市場に十分に参加できるようになること，
と述べている（CLA 2014）．送り出し国の選定について労工委員会（当時）は，外
交的な配慮から，東南アジア諸国を選んだことを明らかにしている（Lu 2011: 97）．
その結果，1992 年末には 699 名だった移住ケア労働者は，2019 年には 25 万人へと
急増し，女性の労働力率は 1992 年の 44.83％から 2019 年には 51.27％に上昇して
いる（台湾労働部 2019a，2019b）．

台湾は日本のゴールドプランに倣って施設ケアや訪問ケアなどを導入したが，利
用できる時間が短く，移住ケア労働者を雇用した場合は，サービスを利用すること
はできない．台湾では施設ケアは親孝行に反すると考えられており，在宅ケアが望
ましいとされているため，移住ケア労働者のほとんどが住み込みで就労している

（Lan 2006: 35）．しかし，在宅の労働者は労働法の適用を受けず，長時間の低賃金
労働であり，休日もないことが多い10)．中には高齢者と同室で寝起きし 24 時間ケ
アを 1 人で担っているケースもあり，雇用主からの暴力や人権侵害もあり，失踪す
るケースもある11)．

移住ケア労働者は，出身国で 90 時間以上の研修を受けていることとなっている
が，民間の斡旋業者が行っているため，保証の限りではない（安里 2004）．移住ケ
ア労働者は，台湾人ケア労働者が取得する資格からは排除されており，2015 年に
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成立した介護サービス法を導入するにあたり，移住ケア労働者によるサービスの向
上を行うべきかの議論が継続されている．

4 日韓台のグローバル化するケアのレジーム論

次に日韓台における移住ケア労働者の受け入れを，移民レジームとケアレジーム
から抽出した指標に従ってみてみよう．第 1 の軸の「定住 vs. 一時滞在」と「有資
格 vs. 無資格」に照らした場合，日韓台の移住ケア労働者の配置は図 1 のようにな
る．日本は，複数の制度が調整されずに乱立していることから，長期的な人材確保
戦略の不在を象徴している．また，少数の「専門職」として EPA 介護士と介護養
成校留学生が「定住 有資格」の象限に配置されるが，その数は大きく見積もって
も数千人程度である．韓国は，療養保護士の資格は在留資格と連動していないこと
から，正確な数字を把握することは困難であるが，多様な在留資格により，「定住
vs. 一時滞在」「有資格 vs. 無資格」の象限に広がる数万人の移住ケア労働者を有す
る．台湾は「一時滞在 無資格」の象限に最長 14 年まで就労できる無資格の移住
ケア労働者が約 25 万人存在する．図⚑では，日本と台湾は対極に位置しているよ
うにみえるが，2017 年以降の入管法の改正により，将来的には日本でも「一時滞
在 無資格」の象限に，数万人規模の移住ケア労働者が拡大することが予想される．

今後も少子高齢社会が進行する東アジアにおいて，移住労働者の地位を安定させ，
ケアの質を保証する有資格の移住労働者をどれだけ多く「定住 有資格」の象限に
集約することができるかが，質の高い人材を安定して確保するための伴となるであ
ろう．「一時滞在 無資格」の象限に多くの移住労働者が集中する状態は，二重労
働市場の形成につながり，介護労働の社会的地位も外国人の社会的地位もともに低
下し，介護はジェンダー化されただけでなく人種化された労働になっていくであろ
う．

第 2 の軸は移住労働者の労働条件と，ケアが提供される場を表している．施設ケ
アでは，ケア労働者は看護師や理学療法士を含めたチームの一員として就労するた
め，個人の負担は大きく軽減され，労働条件も法的に規制される．しかし，在宅ケ
アではケア労働者は孤立しがちであり，労働条件も規制されない．業務内容も在宅
ケアでは生活支援としての家事労働の比重が高くなるが，施設ケアではその限りで
はない．日本では EPA ケア労働者は施設において「日本人と同等」待遇で雇用さ
れているが12)，技能実習生や特定技能においては「日本人と同等」の定義は曖昧
である．技能実習生や特定技能は最低賃金で雇用される可能性が高いが，最低賃金
で働く日本人はいないため，実質賃金の差は拡大する13)．

台湾と韓国においてはケアが提供される場は在宅と施設の両方であるが，台湾で
は移住ケア労働者の賃金は台湾人の賃金に比べて安いのに対し，韓国では職種によ
って異なる．韓国の看病人は業界団体が規程を作成しており，療養保護士は介護保
険の枠内での支払いとなるため，国籍にかかわらず原則として同等賃金が保障され
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る．しかし，家事労働者においては，韓国人と比較した場合，賃金は切り下げられ
る傾向にある14)．そして，本稿では紙幅の関係で取り上げることができないが，
日韓台では多くの結婚移住女性たちも有償・無償のケア労働を担っている．

第 3 の軸は移住ケア労働者の言語及び文化的近接性を表す「脱民族化 vs. 再民族
化」とケアが家族に依存する度合いである「脱家族化 vs. 再家族化」を表すことで，
移住ケア労働者のグローバル化する福祉国家における配置を明らかにしている．日
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図 1 移住ケア労働者の地位の安定性とケアの質

図 2 移住労働者のケア労働市場における配置



本では 1990 年の改正入管法の施行により定住資格をもつ日系人が就労しているが，
言語や文化的な近接性は失われており，ケア労働への参入は限定的である（イシカ
ワ 2009）．台湾では，中国出身の結婚移住女性もケア労働に参入しているが，中国
と台湾の政治的な対立を反映し，民族的な近接性やコミュニケーションの容易さよ
りも，政治的な利害関係のない東南アジア出身者が選択されている．日本と台湾は
東南アジアからのケア労働者の方が多いという点で，グローバル化するケアは「脱
民族化」しているといえる．一方，韓国の非熟練労働者の受け入れ枠組みである雇
用許可制の職種は製造業，建設業，農業などに限定されており，サービス業は含ま
れない．そのため，ケア労働は朝鮮族がほとんど独占していることから「再民族
化」されているといえる．

また，日本では移住ケア労働者も介護保険の対象になるという点で「脱家族化」
しているが，台湾においては分立するケア制度の中で，移住ケア労働者の雇用は家
族が担っており，「再家族化」している．一方，韓国のケア労働の職種は細分化さ
れており，看病人と家事労働者は家族が雇用し，療養保護士は介護保険からの支出
になることから「再家族化」と「脱家族化」の両方の方向性をもっているといえる．
今後，日本においても社会保障費の削減が続き介護保険外のサービスが拡大すると，
外国人家事支援人材のように移住労働者も再家族化の象限に配置され，ケアの市場
化が進む可能性がある．

5 リージョナルなケアチェーンにおける戦略

ホックシールド（Hochschild 2000）は，ケア労働がより貧しい地域出身の移住
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図 3 移住ケア労働者の福祉国家における配置



女性たちによって担われるようになったことを指して，グローバル・ケア・チェー
ン（GCC）と呼んだ．先進国の家庭でケア労働を提供する途上国の移住女性のケ
アの責任は，さらに貧しい地域出身の移住女性によって担われなければならず，ケ
アチェーンの末端においてはケア労働の不足が生じる．GCC は世界的なケアの不
均等な配分を問題にしているが，アジア地域においては，ケアチェーンはグローバ
ルではなく，むしろリージョナルである．アジアにおけるリージョナル・ケア・チ
ェーン（RCC）は地域及び国内におけるエスニシティや階級やジェンダーの差異
を伴って再編成されつつあり，東アジアにおいては独自の展開をみせている．シン
ガポール，香港，台湾と比べた場合，日韓における移住ケア労働者の受け入れは次
のような相違点がある．

第 1 に在留資格のあり方において違いがみられる．前者における移住ケア労働者
の受入れは期間の定めのあるゲストワーカー制が採られており，市民権取得は認め
られていない．一方，日本では一部だが介護福祉士の取得と在留資格が連動する形
で定住への道は開かれており，家族帯同も可能である．また，韓国においてはケア
労働に従事しているか否かに関係なく，朝鮮族の場合は在外同胞として，永住権や
韓国籍の取得が可能である．

移住労働者の社会統合という観点からは，資格制度が果たす役割は大きい．なぜ
ならば，資格制度は原則としてホスト社会の労働者との同等待遇を保障するからで
ある．少数ではあるが日本の介護福祉士資格を取得した EPA や在日外国人たちは
正規職員として雇用され，リーダーや管理職になり，ケアマネージャー資格を取得
した人もいる．また，すでに EPA の配偶者等の資格で，360 名以上の家族が滞在
している（e-stat 2019）．ケア労働にキャリアパスをつくり，移住労働者にその道
を開くことは，アマルティア・センのいう「潜在能力」つまり「われわれが十分な
理由を持って，価値あるものとみとめるような諸目的を追求する自由」を意味し

（Sen 1992＝1999: 59-113），移住労働者の能力を活かし，社会統合をはかる道を開
くと考えられる．

在留資格の問題は将来の介護の質にも大きな影響を与える．介護施設では優秀な
労働力を確保するため，継続して就労できる EPA や在日外国人らに対しては，資
格の取得を含めた人材育成に対するインセンティヴが働く．技能実習生や特定技能
も介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」への移行は理論的には可能だが，
政府からの補助はないため雇用主の「善意」に委ねられている．これまで多数の
EPA 合格者を出してきた実績のある社会福祉法人も，技能実習生と特定技能に関
しては政府の補助がなければ支援はしないことを認めている15)．短期ローテショ
ン型の労働力では，教育投資は最低限に抑えられる傾向にあり，介護の質は低下す
ることが予想される．

第 2 に，移住労働者の受け入れとケアレジーム形成の関係がある．日韓は介護保
険制度を導入し，資格制度を成立させることにより相当数の自国のケア労働者を育
成し，少なくとも理念的にはケアの脱家族化への道を開いてきた．一方，台湾，シ
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ンガポール，香港においてはケアレジームは家族化しており，日韓に匹敵する規模
の国内労働力は存在せず，家族が市場でサービスを購入する形で移住ケア労働者に
よるケアが常態化した．ただし，これらの制度は固定化したものではない．

今後，日本においては多様な学歴や日本語能力をもつ移住労働者がゲストワーカ
ーとして介護施設で就労することは，介護労働市場に多大な影響を与えるものと思
われる．また，社会保障費の抑制が続く中，介護保険外の市場が拡大しており，ケ
アの市場化は高齢化と貧困化が同時進行する中で大きな社会問題になることが予想
される．

一方，台湾では 2015 年に介護サービス法が制定され，その後の政権交代により
財源をめぐる攻防が続いていたが，25 万人以上の移住ケア労働者は統合されるこ
となく制度化が進められる見込みである16)．しかし，近年になって移住ケア労働
者の教育や研修を求める声もあり，ケアレジームの制度化に伴い何らかの規準が導
入される可能性もある．異なる制度によって構築された移住ケア労働者の流入は当
面継続することが予想されるが，介護保険の有無という経路依存性に立脚しながら
も，ケアの市場化という点において日本と台湾のモデルは収斂していく可能性をも
つ．

6 日本向け移住ケア労働者のつくられ方

次に 2018 年の入管法改正後の動きを視野に入れながら，日本向け移住ケア労働
者の構築過程について考察する．EPA による受け入れから 10 年が経過したが，そ
の数は 2019 年 1 月時点で 3,165 名に留まっている17)．一方，介護分野の人手不足
はますます深刻化し，介護の有効求人倍率は 4.02 と全職種平均の 1.70 の 2.3 倍に
ものぼる（厚生労働省 2019）．深刻な人手不足に対する対応として，これまで外国
人を雇用してこなかった介護施設も外国人の雇用に積極的な姿勢をみせている．

技能実習生や特定技能は，EPA で求められているような国家試験に合格するた
めの支援は求められておらず，「日本人と同等」といわれているが，実際は最低賃
金でも良いことがうたわれており，受け入れのハードルは低い18)．施設長から

「EPA は高いからもう入れない．これからは技能実習生にする」といわれた EPA
介護士もおり，EPA から技能実習や介護留学生への切り替えが進行している19)．
また，EPA 合格者や帰国者は，送り出し機関や監理団体などに雇用され，技能実
習や特定技能や留学生のリクルートメントや教育を担うようになってきており20)，
日本と東南アジアとのケア労働者をめぐるリージョナル・ケア・チェーンは急速に
深化している．

社会科学の領域では制度の果たす役割の重要性が認識されており，政治学や経済
学では合理的選択制度論や歴史的制度論として議論されてきた（March and Olsen
2011）．制度とアクターを結びつけ，その相互作用を明らかにする新制度論によれ
ば，制度がアクターを拘束する一方で，アクターの行為を方向付けるものとして社
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会規範に着目する．社会学における新制度論は，制度的枠組みが公式の規範を形成
し，それが組織を媒介として，下位レベルの集団に伝達され，集団における非公式
の規範が形成されることを論じる（Nee and Ingram 1998）．アクターは規範に従う
ことで報酬が得られるのであれば協力し，公式の規範と非公式の規範が相互に強化
しあうときに組織の力は最大化される．本稿では，ニーらの枠組みを手がかりとし
ながら，日本政府による公的規範，民間業者の非公式の規範，送り出し国における
研修を取り上げ，その相互作用により移住ケア労働者が他者化されていくプロセス
を明らかにする．

日本における技能実習生に対する人権侵害については，国際社会も市民社会も研
究者も長年批判を続けてきており，借金を背負って来日し，雇用主が変更できず，
最低賃金以下で就労させられるという実態が明らかになっている21)．そこには悪
質な監理団体や雇用主を排除できない制度の問題や，技能実習生なしには生き延び
ることができない産業構造の問題があるが，その背景には技能実習生を異質な他者
として構築するシステマティックな制度が存在する．つまり技能実習生「問題」は，
一部の悪徳業者や違法行為を行う雇用主といった逸脱したケースではなく，移住労
働者を日本向けに成型する公式・非公式の制度の相互作用により再生産され「構造
化」（Giddens 1984）されているのである．

国際研修協力機構（JITCO）のマニュアルによれば，実習生の住居は実習実施
者または監理団体が「適切な宿舎施設の確保」を行う責務があるとされているが，

「適切な宿泊施設」の基準は 1 人寝室 4.5m2以上である（国際研修協力機構 2018:
7）．4.5m2とは 3 畳であり，家族以外の他人と 2 人で 6 畳に数年間暮らすことは，
プライバシーやパーソナルスペースの侵害とはみられていない22)．なお，刑務所
の単独室の基準は 1 人当たり 6～7.5m2であり，1 人 1 室を基本とする（法務省，
N/A）．共同室の場合は 2.5m2であるが，それは過剰収容期の場合であり，通常の
3～4 名であれば 5～6.6m2であることから23)，技能実習生向けの「適切な宿泊施
設」とは刑務所以下の待遇を指す．

仮に文科省が留学生に対する「適切な住居」として同様の基準を提示したとした
ら，国際的な批判とẍ笑を浴びることとなるであろう．技能実習生は，日本人や留
学生とは異なるカテゴリーに属する存在として位置付けられ，「適切」な空間へと
囲い込まれていく．移住労働者の生活空間を管理することで，社会と職場における
上下関係の秩序は可視化され，差異は飼いならされる．このような公的機関による
基準は，欧米人や日本人とアジア出身の技能実習生との間に境界線を引き，彼らは
自分たちと異なる扱いをしてもよいというまなざしを生み出す．

技能実習生をめぐる公的規範の中にある差別的なバイアスは，民間の斡旋機関に
も影響を与える．技能実習生介護を斡旋する監理団体の Q&A には次のように書か
れている24)．

Q: 実習生の住居について質問です．現在，会社で保有している寮が，伱間
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だらけで玄関も閉まらず，窓も伴がかかりません．ストーブは何十年前の物か
分からないのを設置し，掃除もしたことがないものを使わせています．床もグ
ラグラして抜け落ちそうな状態ですが，実習生の寮として認められますか？

この質問に対し，監理団体は「危険有害な場所は避けること」「消防設備や火災
報知器の設置」「食堂・炊事場は充分な照明，換気，食器・用具の清潔な保管が必
要」等と回答し，最後に「まず『自分もしくは自分の家族が住むとしたらどうか』
という観点で考え，対応する必要があります」，と書いている．はたして自分の家
族に対してこのような宿舎を「適切」と考える人がいるだろうか．

別の監理組合は，インドネシア人の宗教について下記のように質問に応えてい
る25)．

Q: 断食はしますか？
A: 断食は無理にやるものではないです．帰国後にインドネシアで 3 年分やる

ことも可能ですので日本ではしません．

Q: イスラム教の人はジルバブ（宗教的被り物）をしますか？
A: 勤務中は被らないという規則で教育指導しております．過去入国の殆どの

実習生を見ると入国後はおしゃれに気を使い，こだわりがなくなっていま
す．

ここには他者の人権や尊厳に対する尊重はなく，あからさまな矯正と同化圧力が
みられる．岩渕（2001）は近代日本のアイデンティティが，西欧によるオリエンタ
リズムと，アジアを切り離した日本のセルフオリエンタリズムとの共謀関係によっ
てつくられてきたことを指摘する．アジアは日本の文化的想像体の外部に位置し，
西欧が見習うべきポジであったとすれば，アジアは日本人にとって乗り越えられる
べきネガであり，下位に位置付けられてきた．テッサ・モーリス＝スズキ（2002）
は日本の多文化主義がうわべだけのものであり，文化の消費に限定され，社会権や
市民権に関する議論を避け，既存の制度を変更しない限りにおいて文化的多様性が
許容されているとして批判した．Hage（1998）が指摘するように，何が適切で何
が適切ではないかを決めるのは統治主体である自分たちであり，自分たちとは異な
る者として他者化された外国人労働者は，二級市民でよいとする象徴暴力の行使が
みられる．

さらに，「貧しい国の出身」「ムスリム」「女性」という表象には階級，エスニシ
ティ，宗教，ジェンダーとうい差別の交差性が表れていることが読み取れ，差別の
複層性，複雑性を表している．移住労働者の多様性は管理されるべき客体であると
同時に，経済的に搾取可能な身体であることが強調される．日本が歴史的に形成し
てきたアジアに対するオリエンタリズムは，グローバルな労働市場のもとで可視化
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され，移住者の身体管理を通じて私たちの前に何度も立ち現れる．
公的機関による差別的な規範は，民間斡旋機関に浸透するだけでなく，出身国の

送り出し機関における研修を通じて完成する．技能実習生は出身国での研修を通じ
て「日本向け」商品として規律化されていく．日本に多くの技能実習生を送り出し
ているハノイの送り出し機関で日本語教師を務める元ベトナム人留学生 H さんに
よれば，ベトナム人技能実習生は「日本語の習得以上に日本人に気に入られるよう
な態度を身に着けることが重要であり，（研修所では）多くの時間を態度を徹底さ
せることに使う」という26)．ほとんどが農村出身の技能実習生は27)，家族や住み
慣れた環境から切り離され，来日前の数か月を研修所で過ごし，日本の雇用主との
マッチング，日本語と態度の教育，パスポートなどの取得を行う．研修所では一部
屋に数十人が 2 段ベッドで寝泊まりし，トイレやシャワーは共用で，個人のスペー
スはベッドの上のみである．下記は研修所の 1 日のスケジュールである．

5:30-5:45 起床・衛生（寮）
5:45-6:15 体操（校庭）
6:15-6:45 朝食（食堂）
6:45-7:30 掃除（研修センター）
7:45-8:00 集合・点呼（校庭）
8:00-8:15 朝礼（校庭）
8:15-8:30 自習（教室）
8:30-17:00 学習（教室）
17:00-18:00 自由
18:00-19:00 夕食・入浴
19:00-22:50 自習（教室）
23:00 消灯

ここでは研修生たちは時間通りに行動することが強制され，研修と生活の区別は
消滅し，日本向けの労働者として生産効率を最大限高めることに生のすべてが動員
されていく．「態度を身に着ける」上で，最も重要な指針となっているのは 5S（整
理，整頓，清掃，清潔，躾）という生産管理のシステムであり，研修生たちは 5S
を 1 日に何度も唱和し，生活の中で実践していく．研修所では教室も寮もトイレも
下駄箱もすべて整理整頓が行き届いており，廊下には掃除の方法を記したポスター
が掲示してある．H さんによれば，「子どもの頃からの習慣の全面改造は容易では
なく，先生に挨拶を忘れたり，整理整頓ができないと，校庭百周やトイレ掃除 1 週
間という罰が待っている」という．

コンスタブル（Constable 2007）は香港で就労する移住家事労働者が，家庭とい
う私的領域でどのように規律化されているかを明らかにしたが，送り出し国の研修
所における日本向けのケア労働者のつくられ方は，社会関係を一切切り離したゴッ
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フマン（Goffman 1961）の全制的施設（total institution）を想起させる．ゴッフマ
ンは精神病院や収容所，合宿訓練所のように一定期間社会から隔絶され，閉鎖的で
形式的な生活と労働を営む場を全制的施設と呼んだ．その特徴は，第 1 に生活のす
べての局面が同じ場所で，同じ人間の管理下のもとにあること．第 2 に日常の活動
が集団で行われ，全員同じように扱われ，同じ行動をとることが求められること．
第 3 に，日常生活はスケジュールに従って行われ，それは形式的な規則や監督者の
身体を通じて上から押し付けられることをあげている（Goffman 1961: 17）．

研修所は上の階が寮，下の階が教室になっており，研修生たちは数か月の間，そ
の建物から出ることはなく，送り出し機関の厳格な管理のもとで，すべての人間的
欲求がその中で充足される．社会からの切り離し，私的所有の制限，ユニフォーム
の着用，時間の管理など研修所で行われている多くの実践は，ゴッフマンの全制的
施設の特徴と合致する．

さらに，日本版の全制的施設において身体の規律化を完成させるのは，日本語教
育による馴化である．H さんは「ベトナム人はあまり謝らないけど，謝罪は日本
人にとって重要である」ので，「大変申し訳ありませんでした．これから気をつけ
ます」という言葉が自然に出るように何度も訓練して，定着させるのだという．そ
こには過ちの原因を理解したり，状況を確認してともに問題解決をはかるようなプ
ロセスはなく，無条件の謝罪が研修生の身体に刻み込まれ，職場におけるヒエラル
キーと日越という国家間のヒエラルキーが可視化される．

特に，就労する職種が高齢者ケアの場合，ケアされる対象は高齢者であり目上に
あたるため，敬意をもって接するための丁寧な日本語が要求される．外国人介護福
祉士向けの日本文化のテキストには，謝罪の概念は国や文化によって異なることを
認めつつも，日本人にとっての謝罪は「相手の感情をこじらせずにすむ」方法であ
り，それができない場合には，「『あの人は一言もあやまらない．一体どのような教
育を受けてきたんだ！ダメだ！』と，相手に対する悪い評価が，だんだん心の中で
膨らんでいく傾向があります」と書かれている（和田 2019: 62）．日本語教育を通
じて礼儀と謝罪を繰り返し刷り込まれた身体は，萎縮し，こわばり，小さくな
る28)．フーコー（Foucault 1975＝1977）は規律・訓練的な施設においては，〈規
格〉権力が出現し，逸脱を測定したり，差異を相互に調整しつつ活かし，等質的な
社会が作り出されることを指摘する．移住労働者向けの日本語教育は，多様性を統
制するための道具であり，研修生を秩序化する権力となる．

人身取引の研究では，女性たちは自分たちが受けている扱いについて自覚的でな
いことが指摘されている（Yea 2016）．研修生も，日本で働くという「恩恵」のた
めに，必要な手段として日本的な身体を身に着けることになるが，その過程に自覚
的であるとは限らない．しかし，従順であることが要求される日本的な身体は，交
渉や対立を忌避し，契約違反や暴力などがあっても労働者としての権利を交渉をす
る際には足かせとなる29)．支配 被支配関係を叩き込まれ，謝罪する以外の交渉
術を知らない技能実習生はじっと耐えるか，逃走するしか選択肢がない．
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なお，外国人労働者に対するこのような言語教育のあり方は当たり前ではない．
日本以上に外国人労働者を受け入れている韓国では，雇用許可制のもとで入国する
外国人労働者向けの韓国語のテキストは，49 章のうち 7 章が法律についての説明
である（EPS 2018）．その内容は，事業所の変更，最低賃金と割増賃金，労働契約，
休暇と手当，労災と障害補償，在留期間の延長，苦情相談，などであり，残業手当
の計算の仕方や賃金が未払いの移住労働者が相談センターを訪問するなどの設定も
ある．これらの情報を語学教育を通じて提供することで，移住労働者が知識を身に
着け，自分たちの権利と義務を知ると同時に，声をあげやすい環境を醸成している
といえる．

プン（Pun and Smith 2007; Pun 2016）は，「世界の工場」となった中国において，
労働者が工場の敷地内の寮で暮らしながら就労を行う状況を「ドミトリー・レイバ
ー・レジーム」と名付け，グローバルな資本主義の新たな空間配置であると主張す
る．中国人労働者は，先進国では保障されている権利が認められず，資本の要求に
従って柔軟なジャスト・イン・タイムの労働力を提供するが，それが可能になるの
は職住一致の寮があるからである．トランスナショナルな資本の流れと，中国とい
うローカルな文脈のはざまで生まれた新しい生産拠点としての寮は，会社による生
活全般に対する管理を可能にし，組合活動を抑制することで，労働者の権利を弱体
化させるという．プンのいうドミトリー・レイバー・レジームが安価で柔軟なモノ
の生産性を最大化させるために労働力を規律化するとすれば，ハノイの送り出し機
関の研修所は，安価で柔軟なヒトの生産性を最大化させるために規律化する．そし
て，途上国の労働者は，労働集約的で海外移転が不可能な職種である介護や宿泊，
建設など低賃金で人手不足に苦しむ分野へと還流する．

移住ケア労働者にとって送り出し国の研修所から日本の介護施設への移動は，ベ
トナムの全制的施設から日本の全制的施設への移動となる可能性がある．いわば，
ハノイの研修所の 2 段ベッドから，日本の 4.5m2への空間移動である．ゴッフマン

（Goffman［1961］1991: 22）は，全制的施設にもっともなじまないのは家族であり，
全制的施設による支配を逃れ，外部のコミュニティに抵抗の足場を持つことの重要
性を示唆する．改正入管法では，移住ケア労働者は，技能実習生から特定技能に移
行すると，合計 10 年間は家族と離れて暮らすことになる．一方，技能実習生の妊
娠が解雇や不本意な帰国に結び付くケースは枚挙にいとまがない30)．

対照的に，人口減少が進行する日本においては，日本人女性に対する出産圧力は
強い31)が，「貧しいアジア出身者」のリプロダクティブライツは統制され，制限さ
れている．移住女性に対する出産制限と日本人女性に対する出産奨励という正反対
の動きはなぜ起きているのだろうか．ミース（Mies 1986＝1997: 134-7）は，植民
地支配下の女性と宗主国の女性とは，正反対の価値システムのもとにおかれていた
ことを指摘する．カリブ海の女奴隷たちが，資本主義のコスト計算に基づいて結婚
も出産も制限されていた同じ時代に，ヨーロッパの有産階級の女性たちの間では

「妻や母であることが天職」であるというイデオロギーが浸透していったという．
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ミースは，カリブの女性たちを「野蛮人」として扱い，もう一方で母国の女性を
「淑女」の地位に座らせるのは，「家父長制的資本主義の生産様式の中で本質的に，
因果関係を持って結びついたプロセス」と呼ぶ（Mies 1986＝1997: 143）．

日本人女性には「産む」ことを命じ，技能実習生には「産まない」ことを命じる
生権力には，家父長主義的資本主義の蓄積のみならず，日本とは切り離された「貧
しいアジア」というイメージの投影による日本のセルフオリエンタリズムがある．
日本が過去の歴史を忘却し，日本 アジア 西欧という不均衡な関係性の中でナシ
ョナルアイデンティティを構築してきた中に，アジア出身の移住労働者は留め置か
れている．それは経済的に有用な限りにおいて限定的に包摂するが，社会生活や家
族形成においては排除されるという宙づりの位置である．今後，介護施設が全制的
施設によって移住ケア労働者を管理しようとするならば，それに対する抵抗は逃走
や暴力という形で継続する．そうなれば，公的保険制度は信頼を失って形骸化し，
自己責任論とともにケアの市場化が押し進められ，ケアされない高齢者が大量に生
み出されるであろう．

ハノイの送り出し機関は，日本と台湾の送り出しを比較して，「台湾では，24 時
間ホットラインや雇用主の変更が容易で，人権に配慮しているから安心である」32)

という．韓国や台湾はこれまで試行錯誤を続けながら，移住労働者の人権に配慮し
た制度を構築してきた．植民地主義の残滓とアジアに対する根深いオリエンタリズ
ムを顕在化させた日本の移住システムは根本的に変革されなければ，日本に来る移
住労働者はやがていなくなる．そして，アジア域内におけるケア労働者の国際移動
が，ケアされない移住労働者を生み出してしまうという逆説を反転させ，「人間の
尊厳を守る介護は，ケア労働者の尊厳を守る」という規範を確立し，徹底させるこ
とが，高齢者と移住労働者の命を保障することになるのではないだろうか．

7 結 論

本稿はこれまで「家事労働者」としてとらえられてきた移住労働者を，「ケア労
働者」として再定義することにより社会政策の課題として位置づけた．そして，第
1 に移民レジームとケアレジームという概念を導入することにより，東アジアにお
ける移住労働者の構築について⚓つの軸に基づき整理を行った．グローバル化する
東アジアの福祉国家において移住ケア労働者は異なる形で配置されており，移住労
働者の地位を安定させ，ケア労働にキャリアパスをつくることが質の高い人材確保
のためには重要である．

第 2 に日本向けの移住ケア労働者の構築過程を新制度論の枠組みで検証した．公
的機関，民間斡旋業者，送り出し国の研修所における相互作用を通じて移住労働者
が他者化される過程を明らかにし，グローバル経済のもとでの日本型の身体管理と
アジアに対するオリエンタリズムが反映されていることを論じた．

介護の労働力不足は当面継続するが，技能実習生制度が開始された 1993 年と
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2018 年を比較すると，日本と送り出し国との 1 人当たり GDP の差は大きく縮小し
ている33)．同時に東アジアの受け入れ国である韓国や台湾と日本との賃金格差も
縮小しており，リージョナル・ケア・チェーンの中で移住労働者の選択肢は増えて
いる．その中でも「定住 有資格」という形で EPA ケア労働者に市民権取得への
道を開いたことは，今後の移住ケア労働者の受け入れに対して大きな示唆を与える．
入管法の改正により介護分野には複数の制度が乱立しており，技能実習生と特定技
能という形で「一時滞在 無資格」の象限に数多くの移住ケア労働者が配置されよ
うとしている．しかし，本稿で論じたような全制的施設における規律化が行われれ
ば，移住労働者の抵抗は失踪や暴力，あるいは日本での就労を忌避するという形で
継続するであろう．アジアに対するオリエンタリズムを克服し，移住労働者が潜在
能力を発揮できるようケア労働におけるキャリアパスをつくり，対等なパートナー
として受け入れなければ，ケアの未来はない．

ネオリベラル資本主義と先進国における劣化する民主主義の中で，ケアにおける
公正さは人間の尊厳と生存権の象徴であり，ジェンダーや階級や人種が交錯する政
治抜きには考えられない．ケア労働のグローバル化は，親密圏という身体接触を伴
う空間の中で，グローバルな格差を可視化し，私的領域をむき出しの国際政治にさ
らす一方で，トランスナショナルな出会いを生む可能性にも満ちている．少子高齢
化がますます進展する中，移住ケア労働者がケアされなければ質の高いケアを持続
的に提供することは不可能である．低い価値を付与されているケア労働が，排外主
義にさらされた移民へのダンピングとならず，長期的な視野に立って，ケア労働と
移民の社会的地位を高めるような受け入れのあり方を模索する時にきている．

［謝辞］ 本稿は，科研費基盤 C（15K03844）の研究成果の一部である．内容の一部は Ogawa,
2018,ʠCare and Migration Regimes in Japan, Taiwan, and Korea,ʡOgawa et al. eds., Gender, Care
and Migration in East Asia, Palgrave Macmillan を発展させている．

［注］
1） 前者はシンガポールや香港，後者は台湾のケースである．
2）「介護」ではなく「ケア」という言葉を使うのはそれがより通文化的な概念であるためであ

る．ただし，介護保険や介護施設のような固有名詞はそのままとする．
3） 日系人を対象とした介護職育成については堀（2011）を参照．
4） 看護師は業務独占資格であるが，介護福祉士は名称独占資格である．
5） ケアの実践は多様であり，何が「良いケア」であるかについての評価も多様であるため，こ

こではケアの資格制度の有無のみを取り上げる．
6） 介護福祉士（候補者）が正式名称．
7） これまで 283 名の EPA の受け入れを行ってきた社会福祉法人 A では，EPA 全体の国家試験

合格率よりも高い平均 76.4％の合格率を誇るが，2011 年から 2013 年に来日した合格者たちが
2018 年に残っている割合は 37.5％～46.7％である．

8） 療養保護士として就労する朝鮮族へのインタビュー（2016 年 9 月，ソウル）．
9） 家事労働者として就労する朝鮮族へのインタビュー（同上）．
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10） 別々のサンプリングによる在宅移住ケア労働者 29 名と台湾人雇用主 28 名に対するインタビ
ューでは，週に 1 日休日があるケースは皆無であった．

11） 2019 年 5 月の時点で 4 万 8,000 人程度が失踪している（台湾労働部 2019c）．
12） 国際厚生事業団（JICWELS）が EPA を受け入れた施設に対して年に⚑回巡回訪問を行って

いる．
13） 社会福祉法人 B では，EPA 介護士候補者には基本給 14 万 1,000 円と諸手当 3 万 4,000 円の

合計 17 万 5,000 円の給与を支払っているが，技能実習生には最低賃金しか支払わないという．
同地域の最低賃金で計算すると月給は 12 万 6,000 円である．

14） 2016 年 9 月，ソウルでのインタビューによる．
15） 2019 年 6 月，東京でのインタビューによる．
16） 2018 年 3 月，台北でのインタビューによる．
17） 厚生労働省からの情報提供による．
18） 技能実習や特定技能の監理団体の中には，最低賃金での雇用をうたっているものがある．
19） 2019 年 3 月，EPA 介護士 3 名及び，2019 年 2 月と 6 月の介護施設長に対するインタビュー

による．
20） 2019 年 1 月，EPA 介護士 3 名に対するインタビューによる．
21） US State Department（2019），日本弁護士連合会（2018），Xiang（2013），巣内（2019）な

ど．
22） ベトナム人技能実習生の調査では 3 人で 12m2，10 人で 18m2，6 人で 20m2のケースが報告さ

れている（グエン 2015）．
23） 府中刑務所の職員に対するメールインタビューより．2019 年 7 月．
24） 協同組合ウェル国際技能協力センター よくある質問，www.wellgroup.jp/well_iscc/yoku

arushitsumon.php#question15（2019 年 7 月 2 日取得）．
25） (株)ジャパンケアサポートインドネシア http://id.japancsi.com（2019 年 7 月 2 日取得）．
26） 2018 年 3 月，ハノイでのインタビューによる．
27） ハノイの技能実習生の送り出し機関でのアンケートによれば，83％が農業世帯の出身であっ

た．（n＝211）
28） マニラの EPA の日本語教育研修所では，普段は足を組んだり大声で話をしているフィリピ

ン人が，廊下の隅を体を小さくして遠慮がちに挨拶して通るようになっていた．日本語教師に
よれば，「そのような態度を身に着けた方が，配属先でかわいがられるから」という（2014 年
2 月，インタビュー）．

29） 上林（2015）も労務管理の一環として生活の規律化が行われることが技能実習生の労働者と
しての権利を弱めていることを指摘する。

30） 政府は妊娠を理由とした不利益取り扱いを禁止しているが，中絶か帰国かを迫られ追いつめ
られるケースがあとを絶たない（『東京新聞』2019.3.3 朝刊 「外国人実習生，相談できず中絶
妊娠理由に解雇後絶たず」〔2019 年 5 月 12 日取得, https://www.tokyo-np.co.jp/article/nationa
l/list/201903/CK2019030302000128.html〕．）．

31）「子どもを 4 人以上産んだ女性を厚生労働省で表彰することを検討してはどうか」（山東昭
子・自民党・元参議院副議長）（『朝日新聞』2017.11.21 「自民の山東氏『4 人以上産んだ女性
厚労で表彰を』」〔2019 年 5 月 24 日取得 https://www.asahi.com/articles/ASKCP5RL8KCPUT
FK017.html〕．），「子どもを 3 人くらい産むようにしてもらいたい」（2019 年 5 月 29 日，自民
党・前五輪省桜田義孝）（『朝日新聞』2019.5.29 「桜田前五輪省『子ども 3 人くらい産んで』
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またまた釈明」〔2019 年 5 月 24 日取得 https://www.asahi.com/articles/ASM5Y7VK5M5YUT
FK031.html〕．）など与党政治家による発言．

32） 2018 年 3 月，ハノイでのインタビューによる．
33） 1 人当たり GDP（購買力平価）による日本との差は，インドネシアは 5.8 倍から 3.2 倍，フ

ィリピンは 8.1 倍から 4.7 倍，ベトナムは 18.2 倍から 5.7 倍に縮小している（World Bank
2019）．
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Constructing Migrant Care Workers in East Asia
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The demographic challenge of population aging and low fertility rate resulted in
an increasing number of migrants undertaking care work within the gendered
labor market in East Asia. This paper discusses the construction of migrant care
workers at the regional and national levels. First, it compares how migrant care
workers are incorporated into the labor market in Japan, Taiwan, and Korea by
introducing the concepts of migration regime and care regime. Migrant care
workers are situated within the nexus of the two regimes, which are mutually re-
enforcing. East Asian welfare states are considered to beʠfamilialist.ʡHowever,
this paper reveals the differentiated construction of migrant care workers through
the following nexus: 1）citizenship and quality of care, 2）working conditions and
the position in the labor market, and 3）configuration within the global welfare
state. Second, it examines the construction of migrant care workers to Japan by
using the new institutionalism approach and discusses the processes by which
migrants are turned intoʠothers.ʡIt demonstrates that the human rights issue
that revolves around the Technical Internship Trainee Program（TITP）is not a
deviation caused by fraudulent agencies and abusive employers but systemically
produced through the interaction of public and private norms and institutions. To
secure the future of care and care work what we have to do is to overcome the
historically constructed orientalism towards Asian countries, create career paths in
care work, and develop an equal partnership with Asian neighbors. We are at a
historical juncture where we need to uphold both care work and the status of
migrants.
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